
お客様各位 

 

Profit 電子処方箋～変更点等について～ 

 

電子処方箋導入後、Profit の操作の変更点についてご案内致します。 

 

電子処方箋導入後、以下の点について運用が変わります。 

 

変更点①：待合画面を利用した運用のみとなります。 

 電子処方箋のデータをオンライン資格確認回線にアップロードする関係で 

 診療入力画面から精算画面への移行を制限させて頂いております。 

 

 診療入力を伴う場合は、待合画面からの運用をお願い致します。 

  

 【待合画面の運用】 

 （１）受付業務にて患者データを呼び出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「来患登録」ボタンを押します。 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）患者データを呼び出します 



 （３）待合画面で”診療待ち”となります。 

 

 （４）診療入力にて「待患者」ボタンを押します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５）”診療待ち”となっている該当患者を選択して「確定」します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）通常通り診療入力を実施し、登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①該当患者をクリックします。 ②「確定」をクリックします。 



 （７）受付業務にて「待患者」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）”精算待ち”となっている該当患者を選択して「確定」します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①該当患者をクリックします。 
②「精算」をクリックします。 



 （９）精算画面が開きます。通常通り精算処理を実施します。 

 

変更点②：保険資格が有効な患者様のみ利用可能です。 

 

＜下記の患者様は利用可能です。＞ 

（１）マイナンバーカードにて顔認証実施し、有効な保険証情報である場合 

（２）Profit の「オ資確認」を実施し、有効な保険証情報である場合 

→保険証情報が無効な場合利用できません。 

 Profit の保険データを有効な保険データに変更する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



変更点③：処方箋形態管理が増えます。この形態により発行される処方箋が変わります 

 

 処方箋形態 

・電子処方箋：電子データとして処方箋データがアップロードされます 

       患者様に、＜処方内容（控え）＞を印刷して渡します。 

       処方薬局では、その控えの引換番号（QR コード）から 

       処方致します。 

 

・紙処方箋：電子データとして処方箋データはアップロードされますが、 

      処方箋は発行されます。その処方箋に、引換番号が印刷されます。 

      処方薬局では、処方箋または、引換番号で処方致します。 

 

・未指定：従来の処方箋を使用します。 

 

※電子処方箋、紙処方箋の選択肢は、顔認証実施時に、顔認証リーダーに表示されま 

す。患者様が選択します。 

 

  ※Profit上でも、選択肢の変更は可能です。（口頭で確認頂き設定頂けます） 

   その際は、上図、受付業務の「処方箋形態」の値を変更して設定します。 

 

 

 

 



◎電子処方箋導入後の運用について 

 

 電子処方箋導入後、Profitの運用は次の通りとなります。 
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◆患者様来院 ◆顔認証実施 ◆処方箋選択 ◆電子処方箋 

◆紙処方箋 

◆保険証提示 ●オ資確認 ●処方箋形態設定 ●来院登録 

●顔認証紐付

け 

◆患者様動作 ●受付業務処理 

※発行形態を変更した場合は、

上書き登録して下さい 

※比較画面で、発行形態に相違

がある場合は、上書き登録し

て下さい 

■待合から呼出 ■処置入力 ■薬剤入力 ■登録 ■重複、禁忌チェック

（自動処理） 

■診察業務処理 

■HPKIカードかざす ■パスワード入力 ■データアップロード 

▲待合から呼出 

▲精算処理 

▲処方箋発行 

※処方箋形態により、発行され

る処方箋が異なりますが、患

者様にお渡しする流れは変

更ありません。 

▲登録・精算 ◆処方箋持参の上薬局へ 

※患者様は従来通り、発行された処方箋用紙

をお渡しする流れは変わり有りません。 

※電子処方箋の場合は、マイナンバーカード

が必要です。 



◎電子処方箋導入後、周辺の薬局が電子処方箋導入しているかどうかの確認が必要です。 

 

 歯科医医院様で電子処方箋で処理された場合、薬局側も電子処方箋での処理となりま

す。そのため、近隣の薬局が電子処方箋を導入しているかどうかの確認が必要です。 

 

 患者様の利便性のため、近隣の薬局が、電子処方箋を導入するまでは、患者様に、顔認

証実施時の処方箋の選択を紙処方箋を選んで頂けますようご案内下さい。 

 


